
目
　
　
　
次

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

○
換
地
処
分
の
実
施
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

教
育
委
員
会

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
〇

公
　
　
　
告

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
字
大
門
一
八
〇
七
の
九
、
一
八
〇
七
の
一
三
、
一
八
〇
七
の
一
四
、
一
八

二
〇
の
一
、
一
八
二
一
の
一
及
び
一
八
二
九
の
五
並
び
に
字
八
乙
女
一
八
三
六
の
一
、
一
八
三
九
、

一
八
三
九
の
二
及
び
一
八
四
七
の
二
並
び
に
字
新
町
前
一
八
五
〇
の
一
、
一
八
五
〇
の
一
一
、
一
八

五
〇
の
一
二
、
一
八
五
〇
の
一
三
、
一
八
五
〇
の
一
四
、
一
八
五
〇
の
一
五
、
一
八
五
〇
の
一
七
、

一
八
五
〇
の
二
〇
の
一
部
、
一
八
五
〇
の
二
一
の
一
部
、
一
八
五
〇
の
二
二
の
一
部
、
一
八
五
〇
の

二
三
、
一
八
五
〇
の
二
四
の
一
部
、
一
八
五
〇
の
二
九
の
一
部
、
一
八
五
〇
の
三
二
の
一
部
、
一
八

五
〇
の
三
六
、
一
八
五
〇
の
四
六
、
一
八
五
〇
の
五
五
、
一
八
五
〇
の
五
六
、
一
八
五
〇
の
五
七
、

一
八
五
〇
の
五
八
、
一
八
五
〇
の
五
九
、
一
八
五
〇
の
六
五
、
一
八
五
〇
の
六
六
、
一
八
五
〇
の
六

七
、
一
八
五
〇
の
六
八
、
一
八
五
〇
の
六
九
、
一
八
五
〇
の
七
〇
及
び
一
八
五
〇
の
七
一
並
び
に
字

新
町
二
六
〇
三
の
二
の
一
部
、
二
六
〇
三
の
九
の
一
部
、
二
六
〇
三
の
二
六
、
二
六
〇
八
の
三
、
二

六
〇
八
の
八
、
二
六
〇
八
の
九
、
二
六
〇
八
の
一
〇
及
び
二
六
〇
八
の
一
一
並
び
に
字
八
幡
二
六
二

三
の
二
、
二
六
三
九
の
六
及
び
二
六
三
九
の
八

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

水
　
　
　
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

緑
　
　
　
　
　
地

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
土
木
部
建
築
指
導
課
、
峡
南
地
域
振

興
局
市
川
建
設
部
及
び
市
川
大
門
町
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
二
千
六
百
三
番
地
　
株
式
会
社
マ
ル
ア
イ
　
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
　

三
番
十
八
号
　
株
式
会
社
く
ろ
が
ね
や

�

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
明
野
地
区
永
井
第
二
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
十
三
年
十
月
五
日
実
施
し
た
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

�

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
明
野
地
区
浅
尾
新
田
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日
実
施

し
た
。平

成
十
四
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
渡
　
　
邊
　
　
　
　
　
彬

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
九
十
七
号
　
　
平
成
十
四
年
六
月
二
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
二
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

六
月
二
十
日

第
千
二
百
九
十
七
号

木　曜　日



技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
の
規
定
及
び
」
を
「
第
三
条
、」
に
改
め
、「
山
梨
県
条
例
第
二
号)

」
の
下
に

「
及
び
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十

三
号
）
の
規
定
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
七
年
六
月
十
九
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
銀
座
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ブ
イ

株
式
会
社

二
〇
〇
一
二
八

伊
藤
博
吉

機

ブ
イ
大
行

銀
座

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
大
幸
一
丁

規
則
第
六
条
第

進

目
一
〇
番
一
五
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

フ
ィ
ー
バ

株
式
会
社

二
〇
〇
二
三
四

毒
島
秀
行

機

ー
エ
ジ
プ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

シ
ャ
ン
Ｄ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
二
五
〇

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
セ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

イ
ン
ト
Ｓ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｐ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
二
四
六

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
ク

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番

規
則
第
六
条
第

エ
ス
ト
Ｇ

三
号

一
号
イ
（
別
表

Ｐ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

フ
ィ
ー
バ

株
式
会
社

二
〇
〇
二
四
七

役
　
寳
田
久
治

機

ー
ク
エ
ス

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番

規
則
第
六
条
第

ト
Ｄ
Ｘ

三
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
二
二
九

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
戦

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番

規
則
第
六
条
第

国
Ｓ
Ｐ

三
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
二
六
五

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
戦

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番

規
則
第
六
条
第

国
Ｇ
Ｐ

三
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

ベ
ル
コ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

デ
ジ
７

ベ
ル
コ
株

二
四
〇
一
九
三

鈴
木
暢
晃

規
則
第
六
条
第

式
会
社

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
一

二
号
（
別
表
第

二
番
一
三
号
佐
藤
ビ
ル
二
階

五
）

ベ
ル
コ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

デ
ジ
７
│

ベ
ル
コ
株

二
四
〇
一
九
五

鈴
木
暢
晃

規
則
第
六
条
第

３
０

式
会
社

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
一

二
号
（
別
表
第

二
番
一
三
号
佐
藤
ビ
ル
二
階

五
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
九
十
七
号
　
　
平
成
十
四
年
六
月
二
十
日

三
三
〇



株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

鉄
骨
親
父

株
式
会
社

二
一
〇
二
一
四

役
　
井
置
定
男

機

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
二
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
踊
れ

株
式
会
社

二
〇
〇
二
七
四

役
　
井
置
定
男

機

大
酋
長
Ｓ

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ガ
ッ

サ
ミ
ー
株

二
〇
〇
二
二
八

里
見
治

機

チ
ャ
マ
ン

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

Ｒ

三
番
二
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
玉
緒

サ
ミ
ー
株

二
〇
〇
二
一
三

里
見
治

機

で
ド
ッ
カ

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

ン
！
！
Ｒ

三
番
二
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
エ
マ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ビ
ー
ン
ズ

株
式
会
社

二
四
〇
一
五
二

赤
松
泰
治

規
則
第
六
条
第

タ
ウ
ン

エ
マ

兵
庫
県
伊
丹
市
北
伊
丹
九
丁
目
八

二
号
（
別
表
第

〇
番
地
の
四

五
）

山
佐
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

パ
ニ
ッ
ク

山
佐
株
式

二
四
〇
一
九
九

佐
野
慎
一

規
則
第
六
条
第

ザ
ウ
ル
ス

会
社

岡
山
県
新
見
市
高
尾
三
六
二
番
地

二
号
（
別
表
第

の
一

五
）

山
佐
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

セ
ブ
ン
ア

山
佐
株
式

二
四
〇
二
〇
一

佐
野
慎
一

規
則
第
六
条
第

イ
ラ
ン
ド

会
社

岡
山
県
新
見
市
高
尾
三
六
二
番
地

二
号
（
別
表
第

Ｒ

の
一

五
）

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

ゾ
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